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行
財
政
改
革
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
視
点
か
ら
質
問
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

【
職
員
数
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
】

質�

問
…
平
成
十
七
年
に
第
二
次
職

員
数
適
正
化
計
画
を
つ
く
り
、

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
ま
で

に
職
員
数
を
百
五
十
人
以
上
削

減
す
る
と
し
た
が
、
職
員
の
適

正
人
数
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え

方
を
基
に
し
て
い
る
の
か
。

副�

市
長
…
職
員
の
適
正
人
数
と
い

う
の
は
非
常
に
難
し
い
命
題
だ

と
思
っ
て
い
る
。
人
口
規
模
や

産
業
構
造
が
本
市
と
類
似
し
た

都
市
と
の
比
較
を
し
、
各
部
門

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
て
、
業
務

の
精
査
を
し
て
目
標
を
つ
く
っ

て
い
る
。

質�

問
…
職
員
の
適
正
化
を
と
ら
え

る
た
め
の
公
式
と
い
う
も
の
は

な
い
の
か
。

副�

市
長
…
数
式
の
よ
う
な
公
式
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
適
正
数

を
考
え
る
に
は
、
簡
素
で
効
率

的
な
組
織
を
目
指
し
、
住
民

ニ
ー
ズ
に
ど
こ
ま
で
こ
た
え
ら

れ
る
か
を
考
え
、他
市
と
比
べ
、

独
自
に
積
算
し
て
い
く
し
か
な

い
と
考
え
て
い
る
。

質�

問
…
行
政
に
課
せ
ら
れ
た
使
命

の
一
つ
と
し
て
、
組
織
を
で
き

る
だ
け
ス
リ
ム
化
し
、
財
政
力

を
蓄
え
、
不
慮
の
こ
と
に
対
応

し
、
市
民
の
生
命
と
財
産
を
守

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思

う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
職

員
数
適
正
化
計
画
を
達
成
し
て

い
た
だ
き
た
い
が
、
も
し
達
成

で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
先
延

ば
し
し
て
で
も
、
と
に
か
く
第

二
次
職
員
数
適
正
化
計
画
を
達

成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
成

果
と
し
て
達
成
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

第
三
次
職
員
数
適
正
化
計
画
を

つ
く
り
、
し
か
る
べ
き
削
減
目

標
を
立
て
る
の
か
。

副�

市
長
…
二
十
二
年
度
ま
で
の
計

画
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
計

画
は
持
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
内

部
で
は
詰
め
て
い
な
い
の
で
、

当
然
議
論
を
し
て
、
き
ち
ん
と

し
た
目
標
を
設
け
、
第
三
次
職

員
数
適
正
化
計
画
を
つ
く
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

【
消
防
職
員
増
員
抑
制
の
検
討
】

質�
問
…
ビ
ル
な
ど
の
避
難
路
や
消

防
設
備
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
予
防

査
察
業
務
を
、
消
防
職
員
の
Ｏ

Ｂ
を
中
心
に
し
た
消
防
協
会
の

よ
う
な
も
の
を
つ
く
れ
ば
、
そ

こ
に
委
託
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、可
能
性
の
問
題
と
し
て
、

こ
の
辺
の
検
討
は
ど
う
か
。

消�

防
長
…
仮
に
消
防
職
員
の
Ｏ
Ｂ

が
法
人
組
織
を
つ
く
り
、
予
防

査
察
業
務
を
受
託
し
た
場
合

は
、
消
防
本
部
予
防
課
に
あ
る

査
察
業
務
を
軽
減
す
る
こ
と
が

で
き
、
人
員
削
減
に
も
な
る
と

思
う
。
し
か
し
、
消
防
職
員
Ｏ

Ｂ
が
法
人
的
組
織
を
つ
く
っ
て

外
郭
団
体
に
す
る
こ
と
に
、
法

的
、
対
外
的
に
問
題
が
な
い
の

か
な
ど
、
国
を
含
め
た
関
係
官

庁
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
り
、

今
後
の
課
題
だ
。

【
行
財
政
改
革
の
今
後
の
進
め
方

に
つ
い
て
】

質�

問
…
行
財
政
改
革
を
進
め
、
無

駄
を
省
く
こ
と
は
と
て
も
大
事

だ
が
、
個
々
の
対
応
の
質
の
向

上
に
力
を
入
れ
る
行
財
政
改
革

が
必
要
だ
と
思
う
。
例
え
ば
窓

口
の
待
ち
時
間
を
少
し
で
も
短

く
す
る
こ
と
や
、
わ
ざ
わ
ざ
市

役
所
に
行
か
な
く
て
も
よ
い
よ

う
な
対
応
を
す
る
な
ど
、
個
々

の
市
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る

体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
縦
割
り
行

政
の
解
決
策
と
し
て
、
ど
の
課

の
こ
と
も
把
握
し
た
総
合
窓
口

を
設
け
て
は
ど
う
か
。

副�

市
長
…
行
財
政
改
革
を
進
め
る

に
は
、
限
ら
れ
た
行
政
資
源
の

中
で
、
住
民
福
祉
の
た
め
、
質

の
高
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。
各
種
の
相
談
や
手

続
に
つ
い
て
は
、
来
庁
さ
れ
た

方
が
窓
口
で
不
満
を
感
じ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
質
の
向
上
に

力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。

市�

長
…
窓
口
の
一
元
化
に
つ
な
げ

る
施
策
と
し
て
は
、
こ
ど
も
部

を
設
置
し
た
り
、
障
害
者
福
祉

課
で
の
総
合
的
な
相
談
業
務
を

行
っ
た
り
し
て
い
る
。
総
合
窓

口
に
つ
い
て
は
、
他
市
な
ど
を

参
考
に
し
、
今
後
検
討
あ
る
い

は
課
題
の
整
理
を
し
て
い
き
た

い
。

　

今
定
例
会
で
は
、
平
成
二
十
年

度
一
般
会
計
及
び
七
特
別
会
計
補

正
予
算
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

　

補
正
の
主
な
内
容
は
、
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
へ
の
繰
出

金
、
私
立
保
育
所
等
入
所
事
業
に

係
る
経
費
、
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
事
業
に
係
る
経
費
及
び
が
ん

検
診
事
業
に
係
る
経
費
の
追
加
な

ど
国
民
健
康
保
険
、
施
設
保
育
、

障
害
者
医
療
及
び
健
康
診
査
の
経

費
な
ど
を
増
額
す
る
と
と
も
に
、

事
業
の
執
行
差
金
な
ど
各
種
経
費

を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

四
億
九
千
七
百
七
十
万
円
を
追
加

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）

　

補
正
の
内
容
は
、（
仮
称
）
山

ノ
内
西
瓜
ヶ
谷
緑
地
土
地
買
収
費

に
つ
い
て
限
度
額
二
億
五
千
百
万

円
の
債
務
負
担
行
為
の
追
加
及
び

平
成
十
二
年
度
以
前
に
土
地
開
発

公
社
に
よ
り
先
行
取
得
し
た
公
共

事
業
用
地
買
収
費
に
つ
い
て
限
度

額
八
十
六
億
二
千
八
百
万
円
の
債

務
負
担
行
為
の
追
加
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
号
）

　

補
正
の
内
容
は
、
定
額
給
付
金

の
給
付
に
係
る
経
費
及
び
子
育
て

応
援
特
別
手
当
の
支
給
に
係
る
経

費
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
財
源
と
し
て
国
庫
支
出
金
を

計
上
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二

十
九
億
八
百
五
十
万
円
を
追
加
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
定
額
給
付
金
は
地

方
分
権
を
履
き
違
え
た
ば
ら
ま
き

施
策
で
あ
り
容
認
で
き
な
い
上
、

子
育
て
応
援
特
別
手
当
と
連
動
さ

せ
て
給
付
す
る
と
い
う
手
法
に
も

疑
問
が
あ
る
こ
と
か
ら
本
補
正
に

は
反
対
で
あ
る
と
い
う
意
見
や
、

定
額
給
付
金
に
は
反
対
だ
が
、
こ

の
施
策
が
国
会
で
決
ま
っ
た
場
合

に
は
、
本
市
は
自
治
体
と
し
て
支

給
事
務
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
、
ま
た
市
民
の
受
け
取
る
権
利

を
侵
害
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

こ
と
か
ら
本
補
正
に
賛
成
で
あ
る

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
多
数
の
賛
成
に

よ
り
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）

　

補
正
の
内
容
は
、
介
護
従
事
者

処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
積
立
金

と
し
て
介
護
保
険
等
の
経
費
を
計

上
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
財

源
と
し
て
国
庫
支
出
金
を
計
上

し
、
歳
入
歳
出
と
も
に
一
億
二
千

万
円
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

特
別
会
計
補
正
予
算

　

議
会
で
は
次
の
七
事
業
の
特
別

会
計
補
正
予
算
を
総
員
の
賛
成
に

よ
り
可
決
し
ま
し
た
。
補
正
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
下
水
道
事
業

　

各
種
経
費
の
入
札
差
金
、
長
期

債
支
払
利
子
の
減
額
な
ど
、
歳
入

歳
出
と
も
に
三
億
七
千
百
六
十
万

円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

◇�

大
船
駅
東
口
市
街
地
再
開
発
事
業

　

職
員
給
与
費
の
減
額
な
ど
、
歳

入
歳
出
と
も
に
三
百
四
十
万
円
を

減
額
す
る
も
の
で
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
事
業

　

一
般
被
保
険
者
療
養
給
付
費
の

増
額
な
ど
、
歳
入
歳
出
と
も
に
四

億
九
千
五
百
四
十
万
円
を
追
加
す

る
も
の
で
す
。

◇
老
人
保
健
医
療
事
業

　

医
療
給
付
費
及
び
医
療
費
支
給

費
の
減
額
な
ど
、
歳
入
歳
出
と
も

に
八
千
万
円
を
減
額
す
る
も
の
で

す
。

◇
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業

　

深
沢
地
域
国
鉄
跡
地
周
辺
総
合

整
備
事
業
用
地
の
貸
地
料
を
増
額

す
る
と
と
も
に
一
般
会
計
繰
入
金

な
ど
を
減
額
し
、
歳
入
科
目
相
互

の
金
額
を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

◇
介
護
保
険
事
業

　

保
険
給
付
費
の
減
額
な
ど
、
歳

入
歳
出
と
も
に
二
億
一
千
五
百
二

十
万
円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
事
業

　

広
域
連
合
納
付
金
の
減
額
な

ど
、
歳
入
歳
出
と
も
に
八
千
二
百

六
十
万
円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

【
採
択
し
た
陳
情
】

◇�

重
度
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

を
含
む
三
助
成
制
度
に
つ
い
て

の
陳
情

　

陳
情
の
要
旨
は
、
重
度
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度
、
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
助
成
制
度
及
び
小
児

医
療
費
助
成
制
度
の
三
助
成
制
度

を
、
平
成
二
十
一
年
度
も
現
行
の

ま
ま
維
持
継
続
し
て
ほ
し
い
と
い

う
も
の
で
す
。
県
が
市
等
に
対
し

て
補
助
を
行
う
三
助
成
制
度
に
つ

い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
改
正
や

対
象
者
の
増
加
に
よ
り
事
業
費
が

増
加
し
、
県
や
市
の
財
政
を
圧
迫

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
で
は
一

部
負
担
金
の
導
入
等
が
順
次
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
で
は
現
行

の
助
成
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　

議
会
で
は
、
市
の
財
政
等
に
配

慮
し
つ
つ
市
民
生
活
へ
の
負
担
軽

減
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断

か
ら
、
全
会
一
致
で
陳
情
を
採
択

し
ま
し
た
。
県
あ
て
に
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の

陳
情
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
ま

た
願
意
を
認
め
、
県
へ
意
見
書
を

提
出
し
ま
し
た
。

　
（
意
見
書
は
下
記
参
照
）

一 般 質 問
　２月定例会では、代表質問を行わない無所属の２名の議員が一般質問を行いました。一般質問は、
現在市が抱えている重要な課題について市長などにただすもので、下の表のとおり質問を行いまし
たが、ここではその一部を掲載しました。
　※本紙では、今議会で行われた質疑応答を、広報委員会で抜粋し、事項別に整理し掲載していま
す。個々の議員の発言等、詳しくは５月中旬作成予定の本会議録を図書館やインターネットでご覧
ください。インターネットを利用する場合は「かまくらGreenNet」から鎌倉市議会ホームページ
を開き、会議録検索システムをクリックしてください。また鎌倉市議会ホームページの本会議中継
システムから、録画映像も見られますのでご利用ください。

千　　　一………�「信号の時間延長の件」「災害時の災害弱者と要介護対策について」
「どのような認知症の方でも受け入れ可能なショートステイ的な
ものについて」「障害者団体が利用できるバスについて」「高額医
療費について」「緊急時の音が出るものについて」「鎌倉市の小中
学校のバリアフリー化について」「行財政改革の今後のすすめか
たについて」

髙橋　浩司………「行財政改革について」

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

可決した意見書
　議会は、地方自治法第99条の規定に基づき、地方公共団体の公益に関す
ることについて、意見書を国会または関係行政庁に提出することができま
す。今定例会では次の意見書を可決し、鎌倉市議会として神奈川県知事に
送付しました。

　重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度及び小児医
療費助成制度については、神奈川県と県内代表11市町で組織する医療費助
成制度見直し検討会による検討がなされ、平成19年３月に各市町村に報告
書が送付された。
　その主な内容は、３助成制度に、通院１回ごとに200円、入院１日ごと
に100円を徴収する一部負担金を導入する、重度障害者にも所得制限を設
ける、小児医療費助成の対象を通院分について小学校就学前まで拡大する
というものであり、県では、昨年10月から順次実施してきているところで
ある。
　本市においては、障害者に対する施策の充実や子育て支援に取り組んで
おり、今後も維持継続しなければならないという見地から、また、世界的
な金融危機を発端とした未曾有の財政不況の中、当分の間、市民に新たな
負担を課すことなく、市民生活への負担軽減策として、現行の助成水準を
維持することとしており、本市議会としても、重度障害者医療費助成制度
を含む３助成制度について、維持継続を図られるよう要望する意見書を平
成19年９月に県知事あて提出したところである。
　３助成制度については、将来にわたって安定的かつ継続的に運営するこ
とが肝要であり、財政状況等に配慮しなければならない課題であるが、障
害者に対する福祉施策や未来を担う子供たちの育成支援施策のさらなる充
実が求められており、これを後退させてはならない。
　よって、神奈川県におかれては、重度障害者医療費助成制度を含む３助
成制度が安定的・継続的に実施できるよう、補助金削減を見直し、補助額
をもとに戻されるよう要望する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成21年３月11日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会
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